
レーダー又はその部分品
（４及び１５の項の中欄に掲げるものを除く。）
輸出令別表第１の１０の項（１１）、省令第９条第十三号

ニ いいえ は　い
↓

（レ又は×を記入）
 SAR
 ISAR
 SLAR

↓
ホ いいえ は　い

↓ ↓

へ いいえ は　い
↓ ↓

ト いいえ は　い
↓ ↓

チ 次のいずれかの技術を利用するレーダーか？ いいえ は　い
↓

（レ又は×を記入）
（一） スペクトル拡散
（二） 周波数アジリティー

↓
リ いいえ は　い 計測距離

← ヌ項へ ↓ ( km)

・ 次のいずれかのレーダーか？ は　い いいえ
（レ又は×を記入）

(1) 漁場監視レーダー
(2) 航空管制用に設計した地上レーダー
(3) 気象用気球追尾レーダー

↓ ↓
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 (3)

質 問 事 項 回 答 データ及び備考

合成開口レーダー (SAR)、逆合成開口レー
ダー (ISAR) 又は側方監視レーダー (SLAR)
として使用することができるレーダーか？

[告示貨物]

電子的に走査が可能なアレーアンテナを組み
込んだレーダーか？

目標の高度を測定することができるレーダー
か？

気球又は航空機に搭載するように設計した
レーダーであって、移動する目標を検出する
ためにドップラー効果を利用するものか？

[告示貨物]

（一）
（二）

地上用のレーダーであって、計測距離が１８５
キロメートルを超えるものか？

 (1)
 (2)

パラメータシート

様式：９－１３ （2/5）
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